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医療分野のＩＣＴ化を巡る政策動向 

平成25年10月26日 
 

総     務     省 
地方情報化推進室長 
 磯     寿  生  

１．医療分野のＩＣＴ化の意義とこれまでの取組 

２．医療分野のＩＣＴ化の社会経済効果（試算） 

   （平成２４年版情報通信白書より） 

３．「スマートプラチナ社会」の実現に向けて 
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医療分野におけるＩＣＴ活用の意義 

１．医療分野における課題 

● 地域における医師の不足・偏在 

● 医療従事者の負担増 

● 医療費・介護費の増大 

 

２．ＩＣＴ活用の意義 

  ＩＣＴを積極的かつ高度に活用し、医療・介護・健康分野のデータを収集・

管理し、本人や関係者間で連携・共有・利用する仕組みを整備することに

より、課題の解決が図られる 

３．ＩＣＴ活用による効果 

●  「健康寿命の延伸」、「世界最高水準の医療・介護サービスの提供」 

●  超高齢社会を支える新たなサービスの創出や産業競争力の強化 

3 医療分野のＩＣＴ化の進展 

１９７０年代 １９８０～９０年代 ２０００年代 ２０１０年代 

レセプトオンライン 

医療施設間連携 
 

患者を取り巻く医療
周辺分野との情報
共有 

 

 画像システム（PACS） 

部門別 
システム 

部門間連携 

医事会計システム 

部門システム 
（検査・物品管理等） 

オーダリングシステム 

  電子カルテ 院内システム 
統合 

医療施設内の部門別・部門間のシステム連携から、医療施設間や、医療関連機関、健康管
理・見守りなど患者を取り巻く医療周辺の分野との情報共有へと進展しつつある。 

総務省の推進分野 

クラウド型 
電子カルテ 

遠隔医療システム 

地域医療連携システム 

EＨR・ＰＨＲ 
（患者中心の生涯カルテ） 

モバイルヘルス 
（モバイル端末を活用した 

医療・健康管理） 
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ＩＣＴ超高齢社会構想会議（H24.12より開催） 

■ 超高齢社会の到来に対応したＩＣＴの 
 活用方策について議論。健康・介護・医療は 
 重要テーマの一つ。 

総務省における医療分野等のＩＣＴに向けた取組 

健 康 医 療 介 護 

東北メディカル・メガバンク計画（宮城県、岩手県）H24- 

■ 被災地東北の地域医療の復興、個別化医療・予防の実現 
■ 医療機関等での医療情報の連携 
■ 災害発生時の医療情報の喪失防止 

日
本
版
Ｅ
Ｈ
Ｒ
事
業
推
進
委
員
会 

東
北
地
域
医
療 

 
 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
連
絡
会 

在宅医療・訪問介護連携事業 
（石巻・東京都内）H24 

■ 在宅医療・介護等の多職種間でタ
ブレット端末を利用した情報共有 

医療ＩＣＴに関する海外動向 

◆ ITU-Tにおいて、Ｍ２Mに関す
るFGを立ち上げ、e-healthの分野
を中心に議論（2012年1月より） 

◆ ITU・WHOが非感染症疾患の
予防に向け、モバイルヘルスの
活用等に連携して取り組むことを
発表（2012年10月） 

連
携 

（※）香川、尾道については、 
H23年度総合特区事業としても選定 

成
果
の
活
用 

情
報
共
有 

ＥＨＲ事業 
東北地域医療情報連携基盤構築事業 

共通診察券事業（出雲）H23-H24 

■ 医療機関・薬局・患者間での情報共有 
■ 二次医療圏を超えた情報連携 
■ 本事業の成果を活用する形で、県全域ネッ 
  トワーク（まめネット）を構築開始 

医薬連携事業（香川）H23-H24 

■ 処方せん情報の電子化に関する技術検証 
■ 電子版おくすり手帳 

医療・介護連携事業（尾道）H23-H24 

■ 医療・介護間の情報共有 
■ 実証期間中に二次医療圏を超える形で参加機関が 
  急速に拡大 
■ 本事業終了後も地元医療機関等を中心に継続的に 
  運用予定 
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■ 各地域が保有する医療・健康情報を安全かつ円滑に流通させるための医療情報連携基盤の実証実験を通

じ、効率的で安全な情報流通方策及び個人・医療機関等の間の情報連携の仕組みを確立。 

実施地域 

ア
登
録 

イ
保
存 

ウ
閲
覧 

医療情報連携基盤 

個人 保健師 

健診結果等 
日々の健康記録 
（体重、腹囲等の身体記録） 

保健師 

日常の健康情報 

研究機関 
地方自治体 
医師会 等 

匿
名
化 

診療情報 

医師 

調剤情報 

薬剤師 

医師 
（医師会） 

医療・健康情報 
の疫学的活用 

薬剤師 

診療情報 調剤情報 健診情報 

個人 

介護情報 

介護施設・在宅 

介護情報 

ケアマネージャー 

 平成２３年度予算額  

         １９２百万円 

 平成２３年度3次補正予算額 

         ５９８百万円 

所要経費 

健康情報活用基盤構築事業（日本版ＥＨＲ） 

■ 事業実証フィールド 

 ・香川県高松市、三木町、さぬき市 

      （処方情報の電子化・医薬連携） 

 ・広島県尾道市、福山市、三原市  

      （医療・介護連携） 

 ・島根県出雲市、大田市  

      （共通診察券を用いた医療連携） 

 ・宮城県石巻市（在宅医療・介護連携） 

 ・宮城県大崎市（災害に強い医療情報連携） 

病院・診療所 調剤薬局 患者 
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医薬連携事業 －香川県高松市・さぬき市等 

事業概要 現時点の主な成果 

◆ 処方せん情報の電子化に関する技術検証 
医療機関で交付される処方せんの情報及び患者背景情報（検査・

アレルギー情報等）を電子化し、薬局に提供するシステムの構築。 

◆  電子版お薬手帳の実現 
患者がＰＣ・携帯から自らの調剤・服薬情報を管理することが出来

るシステムの構築。 

■ 標準規格をベースとした医薬連携、電子版お薬手帳のシステ

ムを構築。 

■ 医療機関・薬局間において安全かつ円滑な情報連携を実現。 

■ 患者自らによる調剤・服薬情報の管理体制が充実するととも

に、患者の服薬コンプライアンスが向上。 

■ 本事業の成果を、香川県が計画中の「香川県医療情報ネット

ワーク（仮称）」に活用する方向で検討中。 

医療情報連携基盤 
（ＥＨＲ） 

病院・診療所 調剤薬局 

患者 

● 病院・診療所の処方情報・付帯情報を閲覧

し、患者への服薬指導を実施 

● 患者の調剤情報を登録  

処方情報 
付帯情報 

処方情報 
付帯情報 

調剤情報 調剤情報 
服薬情報 

服薬情報 調剤情報 

● 患者の処方情報・付帯情報を登録 

● 患者の受診時に、薬局の調剤情報及び患者の

服薬状況を閲覧  

● 自身の調剤情報及び服薬情報を

ＰＣ、携帯電話から閲覧・登録 

7 医療介護連携事業 － 広島県尾道市・福山市・三原市 

事業概要 現時点の主な成果 

◆ 医療・介護における円滑な情報共有の実現 
医療・介護連携において、診療情報・介護情報等を安全かつ効率
的に共有するとともに、共有すべき介護情報について検討。 

◆ 在宅医療・介護におけるモバイル端末の活用の検討 
在宅医療・介護に有効となるモバイル端末について、情報の登
録・閲覧機能を構築。 

■ 標準規格をベースとしたシステムを構築。 

■ 医療情報連携基盤を活用することで、重複検査が大幅に削減
（平成23年度：11%、24年度：17%）。 
■ 関係者間で事前に患者の情報共有を行うことにより、回復期病
院・在宅ケアへの早期移行に寄与。 

■ 実証期間中に、二次医療圏を超えるかたちで参加機関が急速
に拡大。本事業終了後も、地元医療機関等を中心に継続的に運
用予定。 検査情報 

ケアカンファレンス 

病院・診療所・調剤薬局 介護施設 

医療情報連携基盤 
（ＥＨＲ） 

● 患者の退院時に行うケアカンファレンスにおいて、医療情報連

携基盤を活用し、医療・介護関係者間の円滑な情報共有を実現 

● 病院・診療での患者の情報を介護施設に

て閲覧し、シームレスな情報連携を実現 ● 患者の情報を登録するとともに、退院し

た患者の経過等の情報を閲覧することで、

包括的なケアを実現 

診療情報 
検査情報 
調剤情報 

診療情報 
検査情報 
調剤情報等 介護情報 

● 患者の診療情報・調剤情報・介護情

報等を医療情報連携基盤上で共有 

病院から介護施設へのスムーズな移行を実現 

介護情報 

診療情報 
検査情報 
調剤情報 

画像情報 

処方情報 

モバイル端末 
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共通診察券事業 － 島根県出雲市・大田市 

事業概要 現時点の主な成果 

◆ 二次医療圏を超えた医療機関・薬局・患者間での情報共有 

・診療情報、調剤情報、健診情報を医療機関・薬局・患者間で登録・  

共有する広域的な医療情報連携基盤の仕組みを検証。 

・医療機関で交付される処方箋の情報及び患者背景情報（検査・アレ

ルギー情報等）を電子化し、薬局に提供するシステムを構築。 

◆ 個人による健診情報・診療情報等の活用 

共通診察券を活用し、患者がＰＣから自らの健診情報・診療情報を閲

覧可能なシステムを構築。 

■ 標準規格をベースとした広域的な医療情報連携基盤を構築。 

■ 医療機関・薬局間において安全かつ円滑な情報連携を実現。

24年度は利用が大幅に増加。 

■ 患者が自らの健診情報等を閲覧することにより、患者の

日々の健康データ（バイタルデータ）の改善に効果。 

■ 島根県では、本実証事業の成果を活かし、県全域をカバー

する「しまね医療情報ネットワーク（まめネット）」の構築を開始。 

病院・診療所 
 

調剤薬局 

患者 

● 患者が共通診察券を用いて、自身の診療情

報・健診情報を閲覧するとともに、診療の予約

を実施 

● 共通診察券を用いて患者の認証を行い、患

者の診療情報等を登録・閲覧 

● 患者の処方情報・付帯情報を登録 

● 共通診察券を用いた患者の認証を行い、付帯

情報を閲覧して患者への服薬指導を実施すると

ともに患者の調剤情報を登録 

・健診情報 
・診療情報 
・調剤情報 
・処方情報 等 

医療情報連携基盤 
（ＥＨＲ） 

消防機関 

●  消防機関において、救急搬送時にお

ける空床情報を閲覧し、搬送先を選択 

空床情報 

診療予約 

健診情報 
診療情報 
調剤情報 

処方情報 
診療情報 

調剤情報 
調剤情報 

健診情報 
診療情報 
処方情報 

● 医療情報連携基盤を通じて、様々な

サービスを提供 

9 在宅医療・訪問介護連携モデル事業 －宮城県石巻市、東京都内 

事業概要 現時点の主な成果 

◆ 在宅医療・訪問介護等の多職種間連携の在り方の検討 

在宅医療・訪問介護等の多職種間による連携を行うため、共有
すべき情報項目や共有すべき範囲等を整理。 

◆ クラウドやモバイル端末を活用した多職種間連携の実現 

クラウドやタブレット端末・スマートフォン等を活用すると共に、使
いやすいインタフェースを用いて、患者のバイタル情報やケア基
礎情報を多職種間で共有するシステムを構築。 

■ インタフェースの標準化を意識しながらシステムを構築。 

■ 介護職等から医療職への相談が増加する等、連携の円滑化が 
促進されている。特にケアマネの連絡負荷軽減。 

■ 関係者間で適切に情報共有を行うことにより、在宅医療・訪問介
護の質を高めると共に、地域在宅医療体制の構築に貢献 

■ 東北メディカルメガバンクのシステムとの連携（石巻市）について
検討を進めているところ。 

居宅介護支援事業所 
（ケアマネジャー） 

訪問介護事業所 
（ヘルパー） 

小規模多機能 
施設 

在宅療養支援診療所 

情報共有のプロセス 

共通指標 スケジュール 
メッセージ 
交換 

在宅医療・介護情報連携 
クラウド 

訪問看護ＳＴ 訪問薬局 

在宅での診療の様子 

ケアマネの情報登録 

訪問看護師の情報確認 

患者情報確認 

個人情報の包括同意を取得して 
チーム内で情報共有 

①患者基本情報（初回） 
②身体情報 

③身体情報、 
  生活情報記録 

④生活情報記録 

⑤身体情報、 
  生活情報記録 

スケジュールの共有 
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■ 総務省では、被災地域の医療圏において、医療機関等の保有する患者・住民の医療健康情報を、クラウド技術を活用して、

安全かつ円滑に記録・蓄積・閲覧するための医療情報連携基盤の構築を支援。 

■ 厚生労働省、文部科学省と連携。 

施策の概要 

（１）医療機関、診療所、薬局、介護施設等の保有する患者・住民の医療・健康情報を、安全かつ円滑に記録・蓄積・閲覧するた

めの医療情報連携基盤を構築し、医療従事者等の関係者や本人が、必要な情報を共有できる仕組みを整備。 

（２）医療機関間で遠隔医療相談等を行うためのシステムを構築し、被災地を後方支援する仕組みを整備。 

（３）住民の医療・健康情報を自治体の保健師、健康指導員等が活用し、地域住民や仮設住宅の入居者を対象として健康管理・

指導を行うことにより、疾病懸念の早期把握、慢性疾患の悪化等を防止。 

■ 被災地域情報化推進事業の一部 

 交付先：県又は市町村 

 （岩手、宮城、福島県に限る） 

予算スキーム等 

所要経費 

■ 平成２３年度第３次補正予算額 

     ３３億円の内数 
※交付先：宮城県（石巻医療圏・気仙沼医療圏） 

  平成２４年度予算額 

     ４５億円の内数 
※交付先：宮城県（仙台医療圏）、岩手県宮古市 

  平成２５年度予算額 

     ４９億円の内数      

東北メディカル・メガバンク計画（東北地域医療情報連携基盤構築事業） 11  震災時において指摘された医療情報化に係る課題 

・紙カルテに記載されている医療情報が消失し、患者の基本情報が失われてしまったため、適切な医療の提供、

医師同士の引き継ぎが難しく、大きな負担となった。 

・患者の処方情報、調剤情報等が分からないので、重複投薬の恐れがあり、どの薬剤を処方すべきかの判断

ができず、医療現場において重い負担となった。 

・医師にとっては、被災者の調剤情報が重要。これが分からないと、血糖値、心電図、血圧などの必要な検査を

その都度実施しなければならなくなる。 

・カルテが全て流され、通常の倍の患者をすべて初診で見ている状態。 

・今後は、災害に強い医療システム構築を目指し、医療情報を電子化し、医師等がノートＰＣや衛星通信を活

用して患者情報にアクセスできるクラウドシステムが必要。 

・今後、PCと通信環境さえあれば、簡単にカルテが作成、保存・共有できる仕組みが必要。 

・患者データ保存・引き継ぎ・連携が必要。他の医師が処方した薬がわからないなど、どこかに情報を集約する

必要がある。 

東日本大震災の発生に伴い、指摘されている課題 

■ 医療機関における患者の診療情報・処方情報等を電子的に記録・蓄積し、平常時のみなら
ず、災害時においても、必要に応じて、患者の過去の医療情報を参照・共有できる地域医療情

報連携基盤が必要。 
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東北メディカル・メガバンク計画 これまでの執行状況 

 ○ 石巻医療圏・気仙沼医療圏 
 ・申請者：宮城県 
 ・交付決定：平成２４年４月１３日 
  （計画変更交付決定：平成２５年２月２０日） 
 ・交付決定額：４５３百万円 
（平成２３年度第３次補正予算、２４年度当初予算） 

 ○ 仙台医療圏 
 ・申請者：宮城県 
 ・交付決定：平成２４年８月２０日 
 ・交付決定額：２２６百万円 
  （平成２４年度当初予算） 

大崎医療圏 

仙南医療圏 

登米医療圏 

平成２５年度 
要望医療圏 

栗原医療圏 

 ○ 宮古医療圏 
 ・申請者：岩手県宮古市 
 ・交付決定：平成２４年８月２０日 
 ・交付決定額：９０百万円 
  （平成２４年度当初予算） 

宮城県 岩手県 

■ 東北地域医療情報連携基盤構築事業については、これまでで１県１市（計４医療圏）に対して交付決定を実施。 

■ 石巻医療圏・気仙沼医療圏については、平成２４年度末を目処にシステム構築を完了し、順次運用を開始予定。 

■ 平成２５年度は、宮城県から挙げられている要望を踏まえ、宮城県内の残り４医療圏における医療情報連携基盤を整備予定。

これにより宮城県においては医療情報連携基盤が県全域に拡大。 
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１．医療分野のＩＣＴ化の意義とこれまでの取組 

２．医療分野のＩＣＴ化の社会経済効果（試算） 

   （平成２４年版情報通信白書より） 

３．「スマートプラチナ社会」の実現に向けて 

14 

本調査の背景 

• 政府における医療情報化施策の検討状況 

– 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部「新たな情報通信技術戦略」（平成22年5月11日）において、「すべての
国民が地域を問わず、質の高い医療サービスを受けることを可能にする」ことを目的として、2つの主要施策、すなわ
ち、「どこでもMY病院」構想の実現、および「シームレスな地域連携医療」の実現が掲げられた。 

– これに伴い、医療情報化に関するタスクフォースにおいて、糖尿病をはじめとする生活習慣病等、ICT利活用の費用
対効果が認められる疾病に関して、地域連携医療モデルを発展させたICT利活用モデルが検討されている。 

– また遠隔医療についても、総務省・厚生労働省「遠隔医療の推進方策に関する懇談会 中間まとめ」（平成20年7月30
日）や、総務省「遠隔医療等推進ワーキンググループ報告」（平成22年5月11日）がまとめられている。 

– この中で、遠隔医療を「持続可能な社会システム」とするためには、適切な収益構造の確保と費用負担が中心的課
題であり、より広範囲の対象についての包括的なエビデンス収集が必要とされている。 

 

• 地方自治体等における医療情報化に向けた課題 

– 地方自治体が医療情報化を促進するにあたり、財務的な試算は予算案や事業継続計画の策定に必須となる。 

– これに対し、医療情報化の効果やその試算手順については、これまで十分な調査研究が行われたことはなく、個々
の事業の実例などを示すにとどまっている。医療情報化の促進のためには、地域住民の健康改善効果や医療費削
減効果などを定量的に評価することが必要である。 

 

• 本調査研究では、医療情報化の効果について広範かつ網羅的にエビデンスを収集し、これらの効果の試
算を試みることを目的とする。 

– 各エビデンスを精査することにより、汎用性の高い試算方法、試算手順を把握する。 

 

• また、試算結果が地方自治体等の検討に資することを通じて、地方自治体等における医療情報化推進計
画等の策定に間接的に寄与することを目的とする。 
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※本調査（医療分野のＩＣＴ化の社会経済効果に関する調査研究）報告書全文は下記URLより入手できます。 
  http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h24_02_houkoku.pdf 

 

効果項目を検討する領域の全体像として、 
予防・医療・介護の３分野からなる医療・ヘルスケア領域を想定する。 

３－１では、医療分野のICT化による社会経済効果の項目を抽出することを目的とする。 

 

抽出作業に当たっては、検討の中心となる医療分野の他に、その周辺領域として介護分野と予防分野の 
3分野からなる医療・ヘルスケア領域を想定する。 

 

医療・ヘルスケア領域の軸となるプレイヤーは『個人』・『医療機関』・『保険者』の3者である。 

これ以外に、各分野の主たるプレイヤーとして以下のような存在を挙げることができる。 
    

  医療分野： 医療系卸、医療機器メーカー、製薬企業、民間保険会社、保険審査機関 etc… 

  介護分野： 介護事業者、介護保険者 etc… 

  予防分野： 特定健診・保健指導事業者、健康サービス事業者、医療系Webサービス etc… 

 

これらプレイヤー間の相関関係を次ページに示す。 

 

併せて、ICT化により、どのプレイヤー間でどのような効果が発揮されうるかを、相関図上で整理する。 

本調査の対象領域 16 
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医療・ヘルスケア領域のプレーヤー相関図を以下のように整理する。 
医療分野を構成するプレーヤーを中心に、ＩＣＴ化によって発現する効果項目を想定する。 

在宅療養患者 

ハイリスク者 
健常者 

介護対象者 

審査機関 

患者 

（病院） 

医療機関 

（診療所） 

医療機関 

卸 

製薬企業 

医療機器 
メーカー 

民間保険会社 
（第三分野） 

従事者 経営者 

介護事業者 

介護保険者 

介護 医療 

医療系Ｗｅｂ 
サービス等 

特定健診 
特定保健指導 

フィットネス 
スポーツ教室 

健康サービス 
事業者 

予防 

保険者 

医
療
機
関 

個
人 

費用削減 

医療費適正化 費用削減 

医療費適正化 

社会便益 

国／健保 等 

経営者 

医療従事者 

本調査の対象領域 17 
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医療・ヘルスケア領域におけるＩＣＴ化による社会経済効果に係る項目一覧 

経営者 

医療従事者 

在宅療養患者 

ハイリスク者 
健常者 

介護対象者 

審査機関 

保険者 

個
人 

医
療
機
関 

国／健保 等 

患者 

（病院） 

医療機関 

（診療所） 

医療機関 

卸 

製薬企業 

医療機器 
メーカー 

従事者 経営者 

介護事業者 

介護保険者 

介護 医療 

受益者の凡例 

個人 医療機関 保険者 その他 

民間保険会社 
（第三分野） 

医療系Ｗｅｂ 
サービス等 

特定健診 
特定保健指導 

フィットネス 
スポーツ教室 

健康サービス 
事業者 

労務環境の改善 
－業務効率化 

製品開発効率化 
－臨床データ活用 
製品開発効率化 
－臨床データ活用 
製品開発効率化 
－臨床データ活用 

情報の非対称性の解消 
－ＳＮＳ等での情報収集 

健康水準の向上 
－健康管理サービス 

費用の削減 
－事務処理効率化 

労務環境の改善 
－業務効率化 

ＢＣＰの高度化 
－医療クラウド 

費用の削減 
－デジタル化 

費用の削減 
－在庫管理 

通院費用等の削減 
－遠隔医療システム 

医療リスクの回避 
－患者情報の共有 

収入の増加 
－診療メニュー増加 

高品質な医療の享受 
－安全性の向上 

負担の軽減 
－待ち時間の削減 

自己負担（保険給付）の軽減 
－疾病管理による重度化防止 
－重複検査・投薬等の回避 

自己負担（保険給付）の軽減 
－重複検査・投薬等の回避 
－疾病管理による重度化防止 
－早期退院の実現（遠隔医療） 

費用の削減 
－保健指導支援システム 
  による業務効率化 

1 

2 3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

14 15 

標準化・効率化 
－データ分析 

10 

13 

費用の削減 
－事務処理効率化 

11 

12 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

21 

24 

23 

25 

  本調査で効果試算を行った項目 18 
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【受益者：個人】  【想定される効果・便益：安全性の向上、救急医療の質の向上】 
【ストーリー：患者情報の共有に基づく医療ミスの回避 等】 

受益者 個人 領域 医療 

システム 電子カルテ、EHR（Electronic Health Record） 

情報種類 診療情報 

ストーリー 患者情報の共有に基づく医療ミスの回避 等 

想定効果 
・便益 

•安全性の向上 
•救急医療の質の向上 

効果推計用の計算式 

入院医療費 13.26兆 円／年 

× 
医療費に占める医療ミス由来の入
院費・薬剤費などの割合 

2.5 ％ 

× 医療ミス・投薬ミス等の削減率 60 ％ 

× 電子カルテ、EHRの普及率 14.3 ％ 

＝ 284.4億 円／年 

備考  

Ａ病院に通院している個人Ｚが（救急搬送等で）Ｂ病院に行く 

概要および計算式 ストーリー詳細 

Ｂ病院で治療・手術を受けることになる 

Ｂ病院の医師が、自院の電子カルテ、EHRを用いてＡ病院の電子
カルテにアクセスし、個人Ｚのカルテ情報を閲覧する 

個人Ｚのカルテ情報から、アレルギーや過去の副作用に関する情
報を確認し、投薬ミス等を回避することができる 

安全性の高い医療（救急医療を含む）を享受することができる 

【参考】社会経済効果の算出例① 19 

 
 
患者情報の共有に基づく医療ミスの回避 

効果推計用の計算式 各原単位の出所・作り方・備考 

入院医療費 13.26兆 円／年 出所）「平成21年度国民医療費」，厚生労働省 

× 
医療費に占める医療ミス由来の入
院費・薬剤費などの割合 

2.5 ％ 

出所）「Personally Controlled Electronic Health Record System: Legislation Issues 
Paper」，Private Healthcare Australia 

作成方法 
・出所資料内の“about 2-3 per cent of hospital admissions in Australia are linked to 

medication errors.”という記述より 2.5% とした。 

× 医療ミス・投薬ミス等の削減率 60 ％ 

出所）「Effects of Two Commercial Electronic Prescribing Systems on Prescribing 
Error Rates in Hospital In-Patients: A Before and After Study.In a before-and-after 
study, Johanna Westbrook and colleagues evaluate the change in prescribing error 
rates after the introduction of two commercial electronic prescribing systems in two 
Australian hospitals.」，PLoS MEDICINE 

作成方法 
・出所資料内の“Use of an e-prescribing system was associated with a statistically 
significant reduction in error rates in all three intervention wards (respectively 
reductions of 66.1% [95% CI 53.9%–78.3%]; 57.5% [33.8%–81.2%]; and 60.5% 
[48.5%–72.4%]). ”より 約60％ とした 

× 電子カルテ、EHRの普及率 14.3 ％ 

出所）「電子カルテ導入調査報告 －２０１０年版（平成２２年）－」，JAHIS 

作成方法 
・病院間での情報共有が前提と考え、病院の電子カルテ導入率14.3％を採用。 
・なお診療所の電子カルテ導入率は12.8％であり、大差はないと考える。 

＝ 284.4億 円／年 
・なおオーストラリアでは、全ての医療ミスが回避できたとして、最大で年間6億
6000万豪ドル（約568億円，1豪ドル＝86円で計算）の医療費が適正化できるとして
いる。 

【参考】社会経済効果の算出例② 20 
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結果総括① 21 

No. 効果の発現経路（ストーリー） 想定される効果・便益 費目 効果（億円／年） 評価・備考 システム・デバイス・ツール 普及率（％） 

1 
医療機関間での情報共有に基づく重複検査・投
薬等の回避  

医療費（自己負担分）の適正化 
（身体的な負荷の回避） 

医療費 - 
EHRの普及率が低い／不明
なため効果推計に至らず 

電子カルテ、EHR - 

2 患者情報の共有に基づく医療ミスの回避 等  
安全性の向上 
（救急医療の質の向上） 

医療費 284.4    電子カルテ、EHR 14.3  

3 データ分析を通じた医療の質の向上 高品質な医療の享受 - - 定性評価 電子カルテ、EHR、レセコン - 

4 
医療機関内のワークフロー改善 
／診察時間の事前予約の実現 

待ち時間の減少 社会便益 3,202.8    医療機関内情報システム 26.4  

5 疾病管理を通じた重度化防止 医療費（自己負担分）の適正化 医療費 80.8    遠隔医療（疾病管理）システム 5.7  

6 在宅診断が可能になり、早期退院が実現 医療費（自己負担分）の適正化 医療費 110.4  遠隔医療システム 5.7  

7 在宅診断が可能になり、通院が不要 通院費用の削減 社会便益 114.3 遠隔医療システム 5.7  

8 日々の健康水準（ＱＯＬ）の向上 医療費（自己負担分）の適正化 医療費 379.1   健康管理サービス 2.2 

9 
医療機関と患者間における情報の非対称性の解
消 等 

高品質な（or自分に合った）医療の享
受 

- - 定性評価 医療系Ｗｅｂサービス - 

10 データ分析を通じた医療の標準化 費用の削減（医薬品費 等）  - - 定性評価 電子カルテ、EHR、レセコン - 

11 
クラウドへのデータ保存による情報喪失リスクの
軽減  

ＢＣＰの高度化  - - 定性評価 電子カルテ、EHR、レセコン - 

12 診療メニューの増加 収入の増加  - - 定性評価 遠隔医療システム - 

13 在庫管理の適正化  費用の削減（材料費）  収入／費用 201.6 医療機関内情報システム 17.1  

14 デジタル化に伴うフィルムレス（ＰＡＣＳ）  費用の削減（フィルムコスト）  収入／費用 264.1    医療機関内情報システム 36.1  

15 デジタル化に伴うペーパーレス（オーダリング等）  費用の削減（経費）  収入／費用 766.3    医療機関内情報システム 26.4  

16 医療機関内のワークフロー改善  費用の削減（人件費）  収入／費用 766.3 効果15に含まれる 医療機関内情報システム 26.4  

17 医療機関内のワークフロー改善  労務環境の改善  - - 定性評価 医療機関内情報システム - 

18 患者情報の共有に基づく医療ミスの回避  安全性の向上  - - 定性評価 電子カルテ、EHR - 

19 介護サービス提供に関するワークフロー改善  労務環境の改善  - - 定性評価 業務支援システム - 

20 
医療機関間での情報共有に基づく重複検査・投
薬等の回避  

医療費（保険給付分）の適正化  医療費 - 効果1と同様 電子カルテ、EHR - 

21 請求処理等の業務の効率化  費用の削減（事業費）  収入／費用 57.3    オンライン請求システム 
病院：96.5 

診療所：42.7 

22 疾病管理や保健指導を通じた重度化防止 医療費（保険給付分）の適正化  医療費 188.4  効果5の保険者サイドの数値 
遠隔医療（疾病管理）システム
／保健指導支援システム 

5.7  

23 保健指導の業務の効率化  
費用の削減 
（保健指導（外注分含む）費用）  

収入／費用 3.3    保健指導支援システム 13.2  

24 請求処理および審査業務の効率化 費用の削減（事業費）  収入／費用 57.3  効果21に含まれる オンライン請求システム 
病院：96.5 

診療所：42.7 

25 診療情報等を活用した製品開発の効率化 費用の削減（開発費）  - - 定性評価 
電子カルテ、EHR 
レセコン 

- 
Copyright（C） 2012 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 

システム 電子カルテ、EHR 
（レセコンを含む） 

遠隔医療システム 
（健康管理サービスを含む） 

医療機関内情報システム 
（主にオーダリング。SPD、PACSも含む） 

その他（レセプトオンライン請求システム、
保健指導支援システム、医療系Webサービ

ス、（介護）業務支援システム） 合計 
（億円／年） 

想定普及率 
(現在) 

14.3％（電子カルテ） 
－  （EHR）注1 

5.7％ 
（※8は2.2％） 

26.4％ 
（※13は17.1％、14は36.1％） 

病院：96.5％、診療所：42.7％ 
（※23は13.2％） 

医療費 

1 
20 

医療機関間での情
報共有に基づく重
複検査・投薬等の
回避 

- 
(注1) 

5 
22 

疾病管理を通じた
重度化防止 

80.8 
＆ 

188.4 

1,043.1 

2 
18 

患者情報の共有に
基づく医療ミスの回
避 等 

284.4 

6 
在宅診断が可能に
なり早期退院実現 

110.4 

8 
日々の健康水準（Ｑ
ＯＬ）の向上 

379.1 

収入／費用 

13 在庫管理の適正化 201.6 
21
24 

請求処理および審査
業務の効率化  

57.3 

1,292.6 14 
デジタル化に伴うフィ
ルムレス（ＰＡＣＳ）  264.1 

15 
16 

デジタル化に伴うペー
パーレス（オーダリン
グ等） や人件費削減 

766.3 23 
保健指導の業務の効
率化 

3.3 

社会便益 7 
在宅診断が可能に
なり、通院が不要 

114.3 4 
医療機関内のワーク
フロー改善／診察時
間の事前予約の実現 

3,202.8 3,317.1 

定性効果 

3 
10 

データ分析を通じた医療の質
の向上や標準化 

12 診療メニューの増加 17 医療機関内のワークフロー改善  

9 
医療機関と患者間における情
報の非対称性の解消 等 

11 
クラウドへのデータ保存によ
る情報喪失リスクの軽減  

19 
介護サービス提供に関する
ワークフロー改善 25 

診療情報等を活用した製品
開発の効率化 

 

費目別に年間の発現効果を合計すると、 
医療費は1,043.1億円、収入／費用は1,292.6億円、社会便益は3,317.1億円となる。 

注1 現在、ＥＨＲの普及率が推定できないため － としているが、仮に10％普及すると仮定し試算すると220.3億円と推計される。 
注2 EHRを含むすべてのシステムの普及率が仮に100％に達したと仮定し試算すると、医療費は2兆8083億円、収入／費用は4937億円、社会便益は1兆4137億円になると推計される。 

結果総括② 22 

１．医療分野のＩＣＴ化の意義とこれまでの取組 

２．医療分野のＩＣＴ化の社会経済効果（試算） 

   （平成２４年版情報通信白書より） 

３．「スマートプラチナ社会」の実現に向けて 

23 

ICT利用産業の成長 × ICT産業の成長 

社会課題解決 × グローバル展開 

イノベーション誘発・国際競争力強化 

ICT投資拡大・新産業創出 

       
 

モバイル 
（スマホ・Ｍ２Ｍ） 

クラウド 

ビッグデータ ソーシャル 

４Ｋ・８Ｋ 
ﾏﾙﾁｽｸﾘｰﾝ 

万能のツール 

成長のエンジン 
日
本
の
元
気
・成
長
を
実
現 

全産業・部門の 
成長 

安心・快適社会 
の実現 

国際競争力の 
強化 

ＩＣＴの最新トレンド 
「スマートＩＣＴ」 

ＩＣＴ産業と異業種連携 

「デマンドドリブン・イノベーション※」アプローチの強化 

※デマンドドリブン・イノベーション：グローバルに共通する社会的課題に対するソリューションを開発すれば、 
 それが経済成長や国際競争力の向上に結びつくとする考え方 

「スマートＩＣＴ」活用による成長の加速 

出典：平成25年情報通信白書 

24 
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▶ 世界で最もアクティブな国になる  ～ＩＣＴによる経済成長と国際社会への貢献～ 

▶ Ⅰ．新たな付加価値産業の創出 
        - Ｇ空間情報やビッグデータ等を活用して、高付加価値の新産業・新サービスを創出し、経済成長エンジンに 

▶ Ⅱ．社会的課題の解決 
        - ＩＣＴを活用して、医療・介護・健康、地域活性化、防災、資源確保等の社会的課題を解決 

▶ Ⅲ．ＩＣＴ共通基盤の高度化・強靱化 
        - オープンデータ・情報セキュリティ等、幅広い分野におけるＩＣＴの利活用を促進       

プロジェクトの国策化と総合的推進 

経済規模の拡大 
雇用の創出 
産業の高付加価値化 
情報発信力の強化 

防災・国土強靱化 
地域活性化・街づくり 
超高齢社会への対応 
資源問題の解決 

 
 

オープンイノベーションの推進 
情報セキュリティの強化 
パーソナルデータの活用 
通信・放送インフラの強化 

 

Vision – ビジョン 

Mission – ミッション 

課題 

ＩＣＴ成長戦略 －基本的視点－ 25 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
共
通
基
盤 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
共
通
基
盤 

    安心・安全を守る情報セキュリティの強化 

    Ｇ空間情報の活用などオープンデータの推進 

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

新たな付加価値産業の創出 

ひずみセンサー 

データ 
活用 

放送・ 
コンテンツ 

農業 防災 
医療・介護 
・健康 

資源 

付加価値創出 
プロジェクトの推進 

４Ｋ・８Ｋ、ｽﾏｰﾄﾃﾚ
ﾋﾞの普及、放送ｺﾝ
ﾃﾝﾂの海外展開 

バリューチェーンの
構築による高付加
価値化の実現 

ｾﾝｻｰ等を活用した
社会ｲﾝﾌﾗの効率的
な維持管理の実現 

医療情報連携基盤
の全国展開、「ｽﾏｰﾄ
ﾌﾟﾗﾁﾅ産業」の創出 

衛星通信を活用 
した「海のブロード
バンド」の実現 

社会的課題の解決 

    世界最高レベルのＩＣＴインフラの構築 

    イノベーションを創出する研究開発の推進 

地域 
活性化 

「ICTｽﾏｰﾄﾀｳﾝ」 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの全国 
展開・加速化 

◆ 各省事業、自治体、民間等の連携 
◆ 国策化による特定地域への集中投資 
◆ 一体となった規制・制度改革 

成功モデルの提示と実証 

ＩＣＴ成長戦略 －全体像－ 26 

○医療・介護情報の電子化の促進 
 

・医療の質の向上や研究基盤の強化を進めるため、国が保有するレセプト等データの利活用を促進する。このため、
民間企業も、行おうとする研究が国の行政機関から費用の助成を受けているものである場合には、レセプト等デー
タの提供を申し出ることができることを含め、データ提供の申出者の範囲について周知徹底する。さらに、幅広い
主体による適時の利活用を促すため、データ提供の円滑化や申出者の範囲について検討する。 

 
・保険者において、ICT を活用してレセプト等データを分析し、加入者の健康づくりの推進や医療費の適正化等に取
り組む好事例の全国展開を図る。 

 
・地域でのカルテ・介護情報の共有により、ICT を活用した在宅を含めた地域医療介護連携の全国普及を図る。 
 

・医薬品の副作用データベースシステムについて、データ収集の拠点となる病院の拡充や地域連携の推進を図るこ
とにより、利活用できる十分な情報を確保し、医薬品の有効性・安全性評価や健康寿命の延伸につなげる。 

・医療の質を向上させるため、関係学会等が、日々の診療行為、治療結果及びアウトカムデータ（診療行為の効果）
を、全国的に各分野ごとに一元的に蓄積・分析・活用する取組を推進する。 

 
 
○医療情報の利活用推進と番号制度導入 
 

・地域で行われている医療情報連携ネットワークの全国への普及・展開を進め、医療情報の利活用と保護を図るた
め必要な措置を講ずるなど環境整備を行う。また、個人一人ひとりが自分の医療・健康データを利活用できる環境
を整備・促進し、適正な情報の活用により適切な健康産業の振興につなげるべく検討を進め、国民的理解を得た
上で、医療情報の番号制度の導入を図る。このため、まずはデータやシステム仕様の標準化、ガイドライン作成等
の運用ルールの検討等の環境整備を行う。 

二．戦略市場創造プラン  テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸 

日本再興戦略（平成25年6月閣議決定） 医療分野のＩＣＴ化に関する記述（抜粋） 27 （参考）社会保障・税番号制度について（概要）  

 国民一人ひとりに、唯一無二の、民‐民‐官で利用可能な、見える「番号」を付番し、国民の利便
性を向上させるとともに、行政運営の効率化を図ることを目的とした制度です。 

 複数の機関において、それぞれの機関ごとに同一人の情報を紐付し、紐付けられた情報を活用
することが可能になります。 

 本人確認（公的認証）の仕組みとして、個人番号カードを交付します。 
 国民は、マイ・ポータルを使って自己情報やプッシュ型のお知らせを確認したり、ワンストップでの
オンラインサービスを利用することができるようになります。 

住民A 

マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル

 

個人番号カード 

○○○○○ 
○○○○ 

○○○○○○○○ 

○○○○○ 

国の行政機関 

地方公共団体Ａ 

税分野 

社会保障分野 

…
 

防災分野 

情
報
提
供
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

 

地方公共団体Ｂ 

税分野 

社会保障分野 

防災分野 

社会保障分野 
Aの情報 

番号 

Aの情報 

番号 

28 

※個人番号による情報連携が活用可能な分野は法律で限定。 

 番号制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律」「行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律」「地方公共団体情報システム機構法」「内閣法等の一部を改正する法律」の4法で構成されています 

  （本年５月成立）。 

出所：内閣官房社会保障改革担当室 「社会保障・税番号制度について」 

（参考）番号制度関係法律について 29 

「 スマートプラチナ社会 ※ 」の実現！  
- ICTで創る安心・元気なくらし- 

健康を長く維持して自立的に暮らす 

「スマートプラチナ社会」の実現- ICTで創る安心・元気なくらし- 

（ICT超高齢社会構想会議 基本提言（平成25年4月19日）） 

Mission – ミッション 

Vision – ビジョン 

生きがいをもって働き、社会参加する 

新産業創出とグローバル展開 

課題 取組の方向性 

※「シルバー」を越えて、全ての 
 世代がイノベーションの恩恵を受け、 
 いきいきと活動できる超高齢社会 

◆労働人口の減少 

◆医療費の増大 

◆コミュニティ意識の希薄化 

◆「予防」による健康寿命の延伸 

◆高齢者の知恵や経験を活用 

◆「スマートプラチナ産業」の創出 
 

Ⅰ． 

Ⅱ． 

Ⅲ． 

30 
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高齢化率の推移（他国との比較） 

Source : Prepared by MIC based on data culled from “World Population Prospects: The 2012 Revision” by the 

United Nations. Note that data for Japan up to 2012 is based on the “2010 National Census” by MIC. 
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■ 日本の高齢者人口の割合は先進国の中で最も高く、2050年には約4割に達する勢いである。 
■ 韓国、中国を始めとするアジア諸国でも今後急速に高齢化が進み、2050年までに高齢化率が約

30％に達する見通しである。 

31 生産年齢人口の減少 

生産年齢人口の推移 

■ 生産年齢人口は、1990年代をピークにそれ以降は減少の一途。 
■ 2030年には2010年比で約1,300万人減少。2050年には2010年比で約3,100万人減少。 

※生産年齢人口とは、15～64歳の人口。 出典： 国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口（平成24年1月推計） 
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16.0 

（％） （兆円） 

国民医療費の急速な増大 

資料：2009年度までは平成23年度「厚生労働白書」、2015年以降は「医療費等の将来見通し及び財政影響試算」厚生労働省保険局（平成22年10月25日）に基づき作成。 

後期高齢者（老人）医療費（兆円） 

国民医療費（兆円） 

20.6 

27.0 

30.1 31.1  31.0 
31.5 32.1 33.1 33.1 

34.1 34.8 

47.2 

52.3 

■ 我が国の国民医療費は2008年度において前年度比２．０％増加し、３４．８兆円に達した。 
■ 2025年度には国民医療費５２．３兆円、老人医療費２４．１兆円になることが予測されている。 

33 「スマートプラチナ社会」の実現 

ビジョンⅠ 

健康を長く維持して自立的に暮らす 

提言① ＩＣＴ健康モデル（予防）の確立 

 健康寿命の延伸を実現する予防モデル確立のため
の大規模社会実証 

提言② 医療情報連携基盤の全国展開 

 医療・介護・健康分野のデータを共有・活用する
ための基礎的インフラの整備・普及 

提言③ 「ライフサポートビジネス」の創出 

 買物、配食、見守りなどの生活支援サービスを 
ＩＣＴで切れ目なく提供するモデルの構築 

 

ビジョンⅡ 

生きがいをもって働き、社会参加する 

提言④ ＩＣＴリテラシーの向上 

 ＩＣＴの「学びの場」創設 

 「情報取得」から「情報発信・交流」へ 
 提言⑤ 新たなワークスタイルの実現 

 テレワークなどを活用した現役世代との 
  ベストミックス就労モデルの実証 

提言⑥ ロボット×ＩＣＴの開発・実用化 

 身体的機能を補完する介護ロボット、 
     コミュニケーションロボットなどの社会実証・ 
     ガイドライン策定 

 
ビジョンⅢ 

超高齢社会に対応した新産業創出とグローバル展開 

提言⑦ 「スマートプラチナ産業」の創出 

 オープンイノベーションによる「シルバー」を越える
新たな産業群の創出 

提言⑧ グローバル展開と国際連携 

 フロントランナーとして世界に貢献するための 
    ＩＣＴシステムの標準化、各国との共同実証・連携 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ① ＩＣＴ健康モデル（予防）の確立 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ② 医療情報連携基盤の全国展開 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ③ 「ライフサポートビジネス」の創出 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ④ ＩＣＴリテラシーの向上 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ⑤ 新たなワークスタイルの実現 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ⑥ ロボット×ＩＣＴの開発・実用化 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ⑦ 「スマートプラチナ産業」の創出 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ⑧ グローバル展開と国際連携 

2020年に23兆円規模の新産業創出 

34 

プロジェクト①  ＩＣＴ健康モデル（予防）の確立 

例② 高齢者の就農による健康づくりの推進 

 高齢者の就農など、地域における多様な働き方と健康増進等、経済性を兼ね備

えた健康モデルの確立と普及促進に向けた実証等 

具体的な施策内容 

 地場産品ビジネスへの従事が高齢者の生きがいにつながり、 
高齢者医療費の削減や、健康状態の改善（寝たきり解消）を実現 

◆高齢者一人当たりの医療費は年間 
６０万円強にまで減少（他市町村では
１００万円近くかかっているところも） 

◆高齢化率５２．４％（２０１０年１０月国
勢調査）と高率ながら寝たきり高齢者
はゼロ（２０１０年４月時点） 

生産者 

各々の生産者は、注
文や市場の動向予想
に基づいて、「つま
もの」を採取・収穫 

収穫した「つまもの」を 
集荷し、集出荷場へ搬送 

集出荷場 

市況の把握、 
情報提供 

需要に応じた  
「つまもの」の 
集荷、全国へ出荷 

サーバ 

（情報管理・蓄積） 

いろどり専用ＰＣ 

現在の受発注情報、
市況の共有 

◆売上高が事業実施後、約１．５倍に 
 ○売上高                    
  １４９百万円（H10）→２７０百万円（H18） 

徳島県上勝町の事例 

■ 健康増進 ■ 経済性の確立 

■ ＩＣＴシステムや健診データ等を活用した健康モデル（予防）の確立・普及に向け、地方自治体や企業が主体と

なった大規模な社会実証を実施するとともに、健康ポイント等のインセンティブ措置の在り方についても検討し、

それらの成果を踏まえた普及を促進 

65.4

60.9

50

55

60

65

70

開始時 3ヵ月後

4.5歳の
若返り

（データ数 2,132人）
（歳）

開始時の暦年齢

58.0 歳

p<0.05

■対照群 282人

平均年齢70.2歳

◆実施群 94人
平均年齢70.1歳

ｐ＜0.05

35.6万円

22.9万円

32.5万円

24.4万円

22.4万円

27.0万円

27.3万円

42.9万円

22.8万円

37.4万円
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開始時 1年後 2年後 3年後 4年後

健康づくり実施群

対照群

差額：104,234円

対
象
者
１
人
あ
た
り
医
療
費
（円
／
年
／
人
）

40

35

30

25

20

（万円）

データの蓄積・解析による 
健康状態の「見える化」 

企業・自治体 
における指導等 

行動変容を促し、健康維持・増進を実現 

健康データ等の計測 

■ 体力年齢の若返り ■ 医療費の削減 

登録 解析・活用 

自治体・企業
（保険者） 

歩数計 

体組成計 

健康情報データ
ベース 

バイタルデータ 

国保情報 

社保情報 

新潟県見附市の事例 

※ 大規模な社会実証を実施 

 ＩＣＴを活用した健康モデルの確立・普及 

 「予防」に対する国民全体の意識・行動変容を促すための施策の推進 

・ インセンティブの付与 

具体的な施策内容 

例① 健診データ、レセプトデータ等に基づく健康づくりの推進 

35 

■ 医療・介護・健康分野のデータを、本人や医療従事者等の関係者間で共有・活用するための基礎的インフラ

となる医療情報連携基盤の整備の推進 

■ 在宅医療・介護のチーム連携を支えるＩＣＴシステムの確立に向けた実証と実用化を踏まえた全国展開 

プロジェクト② 医療情報連携基盤の全国展開 

1 

患者・住民 

自治体 

薬局 診療所 

中核的 
医療機関 

介護施設 
自身の診療情報・調剤情報
等をＰＣ、携帯電話から閲覧 

患者の診療情報
等を登録・閲覧 

医療・介護・健康分野のデータを 
共有・活用するための 
基礎的インフラである 

医療情報連携基盤の全国展開 

 全国展開に向けて必要となる技術検証や運用
ルールの確立等に関する実証 

 低廉なシステムの在り方に関する検証 

病院・診療所の 
処方情報等を閲覧 

医療情報連携基盤の全国展開 

患者宅 

在宅療養 
支援診療所 

訪問介護事業所 

訪問看護 
ｽﾃｰｼｮﾝ 

訪問薬局 在宅での情報登録 

患者情報確認 

 医療・介護間で共有すべき情報の特定 
 介護分野におけるデータやシステムの標準化 

 

 在宅におけるモバイル端末やセンサー技術等の活用
方策の明確化 

 持続的な運用を担保する仕組みの検討 

具体的な施策内容 

〔期待される主な効果〕 
 情報共有による継続的な医療サービスの提供 
 疾病管理を通じた重度化の防止、予防の推進 
 重複検査の回避等による業務負担の軽減、効率化 
 在宅医療・介護連携の推進 
 災害時のバックアップ 

在宅医療・介護のチーム連携強化 
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Ⅲ 便利なくらしをつくる – ７．ＩＣＴによる社会的課題の解決と豊かな生活の実現 -   

医療情報連携基盤の全国展開 

(1)超高齢社会への対応 

・超高齢社会におけるＩＣＴ利活用の推進
方策として、ＩＣＴ健康モデル（予防）
の確立や医療情報連携基盤の全国展開等
を実施し、生産年齢人口の減少や医療費
の増大等、超高齢社会がもたらす課題の
解決に貢献 

(a) スマートプラチナ社会の構築 

ヘルスケアポイントの付与 

データ蓄積・解析 健康指導等 健康データ等の計測 

健康 
情報 

データ
ベース 保険者・保険事

業受託事業者 

体組成計 歩数計 

ＩＣＴ健康モデル（予防）の確立 

【予算】 スマートプラチナ社会構築事業 要望枠    

                          ２２億円の内数 
患者・住民 

介護施設 

患者宅 

訪問看護 
ステーション 

訪問介護事業所 

自治体 

在宅療養 
支援診療所 

訪問薬局 

病院 

診療所 

新規 

37 平成２６年度予算要求における対応 

ご静聴ありがとうございました 
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